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総括研究報告書 

高齢化社会における死因究明の推進に関する研究 

研究代表者 今村 聡（日本医師会 副会長） 

 

研究要旨 

【目的】高齢化の進展に伴い、在宅において死亡する高齢者数も今後益々増えていくも

のと見込まれる。加えて孤独死等の増加や大規模災害の発生時の検案等、死因を究明す

ることが困難な事例も増加していくものと考えられる。政府は死因究明等推進計画を策

定し（平成 26年６月）、今後は死因究明の充実に向けた取り組みを進めることとされて

いる。本研究は、平成 26・27 年度の研究成果を踏まえつつ、「死因究明等推進計画」に

おいて学術的見地から検討が必要な事項について研究を進め、今後の死因究明体制の充

実に向けた行政施策に資するような成果を得ることを目的とする。 

【方法】検案に必要な検査・解剖の範囲、料金の負担割合について、これまでの研究結

果を踏まえつつ、死亡診断書・死体検案書等の発行料金基準体系について全国市町村を

対象に調査を行った。また、死亡時画像診断に特化した e-learning を含めた自己学習用

の教材については平成 26・27 年度に引き続き開発を継続した。そして、死亡診断書（死

体検案書）作成支援ソフトの追加機能の検討・開発を行うとともに、死亡診断書（死体

検案書）の制度全体に係る課題の検討を行った。最後に、監察医制度のあり方も含む公

衆衛生の観点からの死因究明について検討を行った。 

【結果】全国市町村を対象に実施した、死亡診断書・死体検案書等の発行料金基準体系

についての調査（死亡診断書等の交付に要する費用等に関する調査）については、高い

回収率、有効回答回収率(59.3%)が得られ、死亡診断書（死体検案書）の交付に係る自治

体の料金設定の現状が明らかとなった。また、e-learning を含めた自己学習用の教材に

ついては、厚生労働省が日本医師会を委託先として実施している小児死亡例に対する死

亡時画像診断のモデル事業で収集した症例５例を、e-learning システムに追加し専用サ

イトをアップデートした。死亡診断書（死体検案書）作成支援ソフトにおいては、入力

時の患者情報が死亡届に転記される設定を追加するとともに、氏名欄の戸籍文字を、戸

籍統一文字・住基統一文字を包含する IPAmj 明朝フォントに対応して表示可能とする等、

新たな機能を追加することによって、書類が行政に速やかに受理され、書類作成時の医

師の負担を軽減することを可能とした。死亡診断書（死体検案書）の様式については、

将来的には電子化による書類作成を見据え、現行の様式における追加項目について検討

した。最後に、死亡診断書の電子的交付の可能性も踏まえつつ、監察医制度も含めた「公

衆衛生の観点からの死因究明」について基礎的な研究を進めた。 

【考察および結論】死亡診断書（死体検案書）交付に係る料金については、地理的な条

件や遺体の状況を考慮した料金体系としている自治体もあり、今後の研究の参考となり



 

- 2 - 
 

うると考えられた。また、検案を担う医師が死亡時画像診断に習熟しやすい環境を整え

るためにも、e-learning システムを、さらに読影の学習効果が高まる内容へと進化させ

る仕組みを模索する必要があると思われた。死亡診断書・死体検案書作成支援ソフトに

ついては、電子化による書類提出、さらには医師資格証を利用したクラウドネットワー

クを介しての書類作成と手続きを視野に入れたうえでの更なる検討が必要と考えられる。

最後に、監察医制度のあり方も含めた、公衆衛生の観点からの死因究明のあり方につい

ては、本年度行った基礎的な研究成果をベースとして、来年度以降は、より応用的、政

策学的な研究を進める必要があると考えられた。 

 

研究分担者 松本 純一（日本医師会 常任理事） 

 澤 倫太郎（日本医師会総合政策研究機構 研究部長） 

 上野 智明（日本医師会ORCA管理機構株式会社 代表取締役社長） 

水谷   渉（日本医師会総合政策研究機構 主任研究員） 

研究協力者 海堂   尊（作家・放射線医学総合研究所） 

川口 英敏（元日本警察医会 副会長） 

河野 朗久（大阪府警察医） 

小林  博（岐阜県医師会 会長） 

            西川 好信（日本医師会ORCA管理機構株式会社 開発部長） 

 細川 秀一（愛知県医師会 理事、愛知県検視立会医） 

山本 正二（Ai情報センター 代表理事） 

 

 

Ａ. 研究目的 

 

現在、わが国の年間死亡者数は約 130

万人であるが、2039 年には 167 万人に達

し、かつて経験したことのない「多死社

会」を迎えることとなる。国や地域では、

在宅における看取りの体制整備を推進

しているところであるが、突然死する事

例が一定数存在するため、今後、孤立死

をはじめとして、死体検案を要する事例

が増加すると考えられる。死体検案に際

して必要な検査・解剖を明らかにするこ

と等、円滑な死体検案ができるよう研究

を推進する必要がある。その際は、死体

検案により明らかとなった死因情報を、

どのように公衆衛生の向上に結びつけ

るかを十分に考慮しなければならない。 

また、死体検案は「死体」を対象とし

て行われる検査であるため、療養上の給
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付にあたらず健康保険制度の外に位置

づけられている（いわゆる自由診療）。

このため、死体検案書の交付に要する料

金は、地域や交付する医師により異なっ

ている。 

このような状況を踏まえ、平成 26 年

６月に閣議決定された「死因究明等推進

計画」においては、厚生労働省において

①～④に取り組むことが示された。 

 

① 検案に際して必要な検査・解剖を

明らかにするための研究を推進す

ること 

② 検案に際して行われる検査の費

用や検案書発行料の費用負担の在

り方を検討すること 

③ すべての医師が基本的な検案の

能力を維持・向上するため、医療現

場の医師も活用できるようホーム

ページ等を通じて提供するための

教材の開発すること 

④ 様式を含めた死亡診断書(死体検

案書)の制度の在り方全体について

検討すること 

 

これらを受け平成26年度から本研究

班会議において①～④の課題について

研究を推進してきた。 

まず、平成 26 年度の特別研究（研究

代表者：今村聡）においては、死因究明

に係る課題の解決に向けて、全国の警察

における検視、死体調査に立ち会う医師

（いわゆる警察医）を対象に、検案の実

施体制に関する実態把握等を目的とし

たアンケート調査を実施した。その中で、

死体検案書の発行料金との決定方法に

ついて質問したところ、「近隣の他施設

の状況を参考としている」とする回答が

多かった。しかし、「自治体の条例等で

規定されている」とする回答も一部認め

られ、死体検案に係る費用を決定する上

での基準等について、更なる調査が必要

であると考えられた。 

また、新たな死亡診断書（死体検案書）

の様式については、研究班としての素案

を策定したものの、検案体制の在り方も

踏まえた検討を行うことはできず、次年

度以降の課題となった。 

これを受けて平成 27 年度は、死亡診

断書（死体検案書）作成ソフトの機能の

充実と、死亡時画像診断に関する自己学

習システムの内容を充実させることに

課題を集中し研究を進め、初期の目標を

達成することができた。しかし、制度全

体を含めた、死亡診断書（死体検案書）

のあり方についての提言については、平

成 28年度以降の課題となった。 

 

＊   ＊   ＊ 

 

そこで、今年度（平成 28 年度）の研

究では、②について、全都道府県及び市

区町村を対象とした死亡診断書等の交

付に要する費用等に関する調査を行い、

あわせて検案体制を考慮した望ましい

死因究明体制（監察医制度を含む）等の

あり方を研究することとした。 

また、③については基本的な検案の能

力を維持・  向上するための教材

(e-learning 等)の開発を行うこととし

た。 
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さらに、④については様式を含めた死

亡診断書（死体検案書）の制度の在り方

についての検討（死亡診断書作成支援ソ

フトの機能の充実を含む）を中心に研究

を進めることとした。特に、死因究明推

進計画において「解剖実施体制の充実が

指摘されている中で、今後の死因究明に

係る実施体制の充実状況も踏まえつつ、

監察医の在り方について検討すること」

と明記されていることも踏まえ、本年度

は「公衆衛生の観点からの死因究明のあ

り方」についての検討を行った。 

 

 

Ｂ. 研究方法 

 

１．死亡診断書等の交付に要する費用等

に関する調査 

 

 調査専用のポータルサイトをWEB上に

開設した上で、全国47都道府県の衛生主

管部局宛に、調査依頼、調査の概要、ポ

ータルサイトへの入力方法に関する文

書を郵送した。 

 回答に際しては、まず管下の全ての市

区町村に適用される基準が存在する都

道府県においては、都道府県の担当者が

代表してWEB回答することとした。一方、

管轄下の市町村で統一された基準がな

い都道府県や、市区町村毎に異なる基準

が定められている都道府県においては、

各市区町村の担当者が個別にWEB回答す

ることとした。なお、調査期間は平成29

年3月14日〜3月24日とした（ただし、締

め切り後の回答についても受け付け、集

計結果に含めている）。 

 調査項目は管下の市区町村において

次のi)-ⅲ)の内容からなるものとした。

調査票の詳細を巻末資料４に示す。 

 

i) 遺族のいない患者（行旅病人等）が、

医療機関等で死亡した場合の死亡

診断書についての規定や具体的な

発行料金および金額の決定基準 

ⅱ) 遺族のいない死体（行旅死亡人等）

を、医師が検案した場合の死体検

案書についての規定や具体的な発

行料金および金額の決定基準 

ⅲ) 死亡診断書及び死体検案書の受理

の状況(外因死等の死亡診断書（死

体検案書）の取扱い) 

 

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

 

26年度研究時より、日常的には警察の

検視・死体調査に立会う機会が少ない医

師等が、必要な場合に十分な検案をでき

るよう、死亡時画像診断の基本的な知識

の維持・向上に資するe-learning教材の

開発に着手し、一般財団法人 Ai情報セ

ンターに蓄積された症例について、放射

線医学、救急医学、小児科学、病理学等

の専門家による症例解説を付して、これ

を死亡時ＣＴ画像、生前の臨床情報と組

み合わせてe-learning教材として編集

した。編集済みの症例は、Ai情報センタ

ーのネットワーク・サーバーを経由して

インターネット上に公開し、検案を担う

医師の自己学習に供してきた。 
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今年度の本研究においても、これまで

の教材を再検証するとともに、効果的な

学習が期待できる教育的症例を追加す

ることが可能か検討した。 

 

３. 様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

  

 26年度研究においては、今後検討する

ための死亡診断書（死体検案書）の素案

を作成した（巻末資料５）。平成28年度

研究においてはこの素案をベースに、研

究班会議において意見交換を行い、複数

の修正案を取りまとめることとした。 

 また、平成26年度研究より開発を始め

た、死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフト（以下「DiedAi」という。）につ

いては、平成28年度は、引き続きDiedAi

の改良に取り組むとともに、死亡診断書

等を医師から電子的に交付することと

なった場合の法的・技術的課題について

の論点整理を試みた。また、これらの技

術の向上を踏まえた公衆衛生の観点か

らの死因究明のあり方について検討を

加えた。 

 

（倫理面での配慮） 

死体の尊厳に配慮する必要がある内容

を含む場合には、医師に限定したe-lear

ning教材として公開する。 

 

 

Ｃ. 研究結果 

 

平成26年度研究においては、全国の警

察における検視、死体調査に立ち会う医

師（いわゆる警察医）を対象とした、死

体検案書の交付に際して遺族から受け

取る検案発行料の実態等を調査した。そ

の結果を受けて、今年度研究の本アンケ

ート調査は、全国の自治体における死亡

診断書等の交付に要する費用等、料金基

準体系に関する現状について質問する

内容とした。 

 質問内容は大きく以下の４つの質問

群に分類される。 

 

① 回答者の属性（設問Q1～3） 

② 遺族のいない患者（行旅病人等）

が、医療機関等で死亡した場合の死

亡診断書発行料および金額の決定

基準に関する質問（Q4～7） 

③ 遺族のいない死体（行旅死亡人等）

を、医師が検案した場合の死体検案

書発行料および金額の決定基準に

ついての質問（Q8～13） 

④ 死亡診断書及び死体検案書の受

理の状況(外因死等の死亡診断書

（死体検案書）の取扱い)について

の質問（Q14） 

 

 以下、４つの質問群ごとに集計結果を

説明する。 

 

① 回答者の属性（所属都道府県） 

平成29年３月14日〜３月24日の11日

間の調査期間の後、締め切り後も回答を

受け付け、平成29年４月下旬までに回答

があった500件の回答を集計した。回収

率、有効回答回収率ともに59.3％と高い

回収率を得られた。各自治体の回答状況
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を巻末資料１の図１、図1-2に示す。 

 

② 遺族のいない患者（行旅病人等）が、

医療機関等で死亡した場合の死亡診断

書発行料および金額の決定基準に関す

る質問 

 

２番目の質問群（Q.4～7）では、都道

府県もしくは市区町村において、遺族の

いない患者（行旅病人等）が、医療機関

等で死亡した場合の、死亡診断書発行料

金の基準や根拠、料金等について問うも

のであるが、調査結果は、巻末資料１の

図4、5、7のとおりである（n=500、図5

についてはn=54）。 

まず、死亡診断書発行料金について基

準を定めているかどうか尋ねたところ、

「基準を定めている」が10.8%、「定め

ていない」が89.2%という回答であった

（図4）。 

基準を定めていると回答した自治体

に対して、その根拠について選択肢によ

って尋ねたところ（複数選択可）、図5

のような結果となっており、主に「自治

体条例等で規定」、「その他」の回答が

多くを占めた。 

Q6にて、基準で定められた内容（料

金・計算方法）について尋ねた結果を巻

末資料１の図6に示す。死亡診断書交付

料については平均3,574円（0円～30,000

円、標準偏差±4,541円であった。計算

方法としては生活保護法の基準内（5,25

0円）と規定している事例が散見された

（巻末資料２参照）。 

死亡診断書発行料金について基準を

定めていないと回答した自治体に対し

て、個別の事例において、発行料金をど

のように決定しているか尋ねたところ、

（複数選択可、n =500）「死亡診断書を

交付する医師から請求のあった額」とい

う回答が最も多く（315件）、続いて回

答の多かった順に「その他」108件、（自

由記述欄へのコメントは巻末資料２参

照）、「葬儀会社から請求のあった額」

82件、「無回答」57件という結果であっ

た（図7）。 

 

③遺族のいない死体（行旅死亡人等）を、

医師が検案した場合の死体検案書発行

料におよび金額の決定基準に関する質

問 

 

３番目の質問群（Q.8～13）では、都

道府県もしくは市区町村において、遺族

のいない死体（行旅死亡人等）を、医師

が検案した場合の死体検案書の発行料

金について基準や、根拠、料金等につい

て問うものであるが、調査結果は、巻末

資料１の図8～10、12、13のとおりであ

る（n=500、図9、10、12についてはn=51）。 

まず、死体検案書発行料金について基

準を定めているかどうか尋ねたところ、

「基準を定めている」が10.2%、「定め

ていない」が89.8%という回答であった

（図8）。 

次に、基準を定めていると回答した自

治体に対して、その根拠について選択肢

によって尋ねたところ（複数選択可、n 

=51）、図9のような結果となっており、

「自治体条例等で規定」35件、「その他」

17件であった。 

また、基準で定められている発行料に
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ついて一律かどうかについて尋ねたと

ころ、「一律である」が74.5％ (n =51)

であった（図10）。さらに、Q11にて、

基準で定められた内容（料金・計算方法）

についての記入を求めたところ、巻末資

料２のようなコメントが得られた。 

死体検案書交付料については平均7,0

87円（350円～35,640円、標準偏差±8,0

43円であった（巻末資料１の図6）。計算

方法としては生活保護法の基準内（5,25

0円）と規定している事例が散見された

（巻末資料２）。 

Q10において死体検案書発行料が一律

ではないと回答した自治体に対しては、

Q12において、基準にどのような要素が

考慮されているかを尋ねたところ（複数

選択可、n =51）、「その他」29件、「無

回答」18件であった（巻末資料１の図12）。 

さらに、死体検案書発行料金に基準を

定めていないと回答した回答者に対し

て、個別の事例において、発行料金をど

のように決定しているか尋ねたところ

（複数選択可）、「死体検案書を交付す

る医師から請求のあった額」が317件 (n

 =500)と最多であった（巻末資料１の図

13）。 

 

④死亡診断書及び死体検案書の受理の

状況(外因死等の死亡診断書（死体検案

書）の取扱い)に関する質問 

 

死因の種類として「2 交通事故～12 不

詳の死」が選択されている場合の死亡診

断書（死体検案書）の受理の状況につい

て（複数選択可、n =500）は、死体検案

書のみならず死亡診断書であっても受

理すると回答したのが 290 件 と最多で

あったのに対し、死体検案書である場合

のみ受理するとする自治体もあった。ま

た、警察による検視等を経ているかどう

かにかかわらず受理するとしたのが 145

件、検視済の警察の押印がなければ受理

しない（38 件)、警察による検視等を経

ているか、作成した医師に問い合わせ、

検視等を経ている場合のみ受理する（43

件)とした自治体も存在した（巻末資料

１の図 14）。 

 最後に死亡診断書（死体検案書）の発

行料金について自由記載欄を設けたと 

ころ、多くのコメントが得られた（巻末

資料２）。 

  

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

  

 26・27年度研究に引き続き、検案にお

ける死亡時画像診断の活用を進めるた

め、医師が自らパソコンを利用してAi画

像に特有の所見を学習することができ

るよう、e-learning教材の開発を進めた。 

 



 

- 8 - 
 

 

 

 26年度は20症例、27年度は６症例を追

加している。28年度は効果的な学習が期

待できる教育的症例を念頭に研究班会

議で議論を行った結果、新たに小児死亡

事例に対する死亡時画像診断のモデル

事業で得られた５症例を加え、31症例の

学習を可能とした。 

 これら31症例の概要は次のとおりで

ある。 

1.大動脈解離 

2.腹部大動脈瘤破裂 

3.心筋梗塞による心破裂 

4.上行大動脈解離、心タンポナーデ 

5.腹部大動脈瘤破裂 

6.くも膜下出血 

7.転落による多発外傷 

8.交通事故による多発外傷 

9.外傷性大動脈損傷 

10.頸椎脱臼骨折 

11.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

12.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

13.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

14.自宅での突然死症例(くも膜下出

血) 

15.大動脈解離 

16.腹部大動脈・腸骨動脈瘤破裂 

17.腹部大動脈瘤破裂 

18.慢性心不全患者の突然死 

19.交通事故による外傷死 

20.心タンポナーデによる死亡 

21.先天性間質性肺疾患、Leigh脳症を

きたす一群のミトコンドリア病、

うつ伏せによる病態悪化・突然死 

の可能性 

22.ウイルス性感染疑い 他 

23.頭頚部の異常、両側肺の低形成、

染色体異常の可能性 他 

24.先天性心疾患（ASD）に起因する心

不全 

25.急性膵炎の疑い、生前の誤嚥性肺

炎・肺感染症などの存在、うつ 

伏せによる低換気の可能性、呼

吸・嚥下調節の異常の存在の懸念 

他 

26.胎児母体間輸血症候群による浮腫

の可能性 

27.ミトコンドリア異常症、死戦期の急

性左心不全の変化の疑い 

28.出血性膀胱炎による急性尿毒症かシ

ョックによる死亡の疑い 

29.ロタウイルス感染性胃腸炎から高度

の脱水、循環不全から心停止、高度

の低酸素虚血性脳損傷を来し、生命

維持が困難となった可能性 

30.縊頚による自殺 

31.間質性肺水腫相当の状態、肺血管の

異常（疑い）、貧血（疑い）などが

同時に作用し生命維持が困難となっ

た可能性 
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なお、これらの症例については、自宅

以外からも勉強しやすいよう、平成27年

11月より、日本医師会のホームページht

tp://www.med.or.jp/からリンクを通じ

て、閲覧可能なしくみとしている。 

  

 

３. 様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

 

3-1 様式についての検討 

 26年度に策定した死亡診断書（死体検

案書）の素案を参照しつつ、死亡診断書

等の様式等のあり方について、研究班会

議で議論を行い、以下に示すような意見

があった。 

・ 生年月日欄に、2019年に想定されて

いる新元号への移行を踏まえ、新た

な元号を記入するスペースを設け

ること。 

・ 「死亡したところの種別」欄の「5.

老人ホーム」について、「3.介護老

人保健施設」との区別を明らかにす

るため「5.特別養護老人ホーム等」

とし、欄外右側のコメントにその旨

の説明を追記すること。 

・ 「死亡の原因」欄に、死亡時画像診

断（以下、「Ai」という。）所見欄

を加えること。また、手術・解剖・A

iのすべてを統合した欄として広く

設けること。 

・ 「過去1年以内に妊娠または出産し

ているか」等のチェックボックスを

設けること 

・ 「外因死の追加事項」欄に、「検察

官（司法警察員）による調査」や「捜

査機関による検視等」の欄を設ける

こと。 

e-learning 掲載画面（28年度追加した５症例） 
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・ 死亡診断書と死体検案書の区別が複

雑であり現場に混乱を招いているこ

とを踏まえ、統一の書式とすること 

 

これらの議論の結果を踏まえ、巻末資

料６に示す３種類の試案を作成した。 

 

3-2 死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフトの開発 

 26年度研究では現行の死亡診断

書・死体検案書を電子的に作成できる

ソフトウエアの開発に着手すること

とし、現行の書式にもとづいた死亡診

断書（死体検案書）の作成には実用上

ほぼ問題のないレベルでの試作版を

完成することができた。このソフトウ

エアは、橙（DiedAi）と命名され、日

医標準レセプトソフト（ORCA）と連携

する、紹介状作成支援ソフト「みかん」

などと連動させることにより、さらに

拡張性に優れた運用が可能となるよ

う設計されている。 

 このような試作版をもとに、27年度

の研究では、文書作成の人為的ミスや

統計処理上の誤差をなくすことを目

的に、入力データを対話形式でチェッ

クする死因入力ガイダンス機能を追

加実装することとした。これにより、

文書作成時の人為的ミスの回避とと

もに、作成する医師の負担軽減も図ら

れる効果が期待された。また、死亡診

断書（死体検案書）における情報の活

用の側面からも、死因に関する統計の

作成を支援する機能を新たに追加し

た。 

今年度の研究では主に、運用面で問

題となっていた一般のコンピュータ

で扱えない戸籍統一文字への対応を

主眼に置いた。 

ソフトウェアの主な追加機能は、①

氏名欄の戸籍統一文字におけるIPAmj

明朝フォント対応、②画面遷移の改善、

③入力文字の出力内容の変更（フォント

サイズの自動縮小）、④項目選択時の丸

印の印字位置の修正、⑤入力した患者情

報を死亡届に転記する設定機能を実装

した。 

具体的には、①については、死亡診

断書は死亡届に添付され戸籍を抹消

する効力を持つため、戸籍、死亡診断

書、死亡届のすべてに記載された氏名

が一致することが重要である。一致し

ていなければ、別人である可能性もあ

るため死亡届けが受理されない。この

ため、フォントにない文字は、外字で

作成するか、手書きにして交付しなけ

ればならなかった。 

そこで、戸籍統一文字として独立行

政法人情報処理推進機構のWebサイト

（http://mojikiban.ipa.go.jp/）で

無償公開されているIPAmj明朝フォン

トの入力・表示・印刷に対応した。IP

Amj明朝フォントとは、平成22年度電

子経済産業省推進費（文字情報基盤構

築に関する研究開発事業）により公開

された、行政機関等の戸籍や住民基本

台帳ネットワークシステム上で使用

することを目的に、作成された統一フ

ォントである。 

まず、パソコン上にIPAmj明朝フォ

ントをダウンロードし、ATOKとフォン

トにおける各種設定を行えば、戸籍上
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の氏名との整合性が保たれた状態で

の死亡診断書（死体検案書）の発行が

可能となり、受理されないといった事

態を防ぐことが可能となった。 

 

【 ATOKでの入力例 】 

 

 ※ ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標 

【印字例】 

 

 ②については、右クリックメニュー

から各入力画面へ直接遷移できる機

能を追加した。すなわち、死亡診断書

作成画面にて、入力フィールド以外の

場所を、右クリックするとコンテキス

トメニューを表示し、「次へ」ボタン

を押すこと無く直接他の入力項目の

画面に遷移可能とした。 

 

 

  

 

 

 

 

③④については、入力した文字を出

力する際、印刷項目枠内に収まるよう

にフォントサイズを自動的に調整し、

入力内容が途切れないように変更し

た。また、→で示したように、項目選

択時の丸印位置を、項目全体を囲む形

式から、項目の前にある数字のみを囲

む形式に変更した。 
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赤い枠が置かれた項目欄について

は、複数行（自動改行）フォント自動

縮小対応しており、その他の項目につ

いては、文字数に応じて枠内フォント

サイズが自動縮小される仕様となっ

ている。 

 ⑤については、患者情報を入力時に、

死亡届への転記を行うかどうかの選

択ができるよう、設定機能を追加した。 

 

 

 

 その他、[HELP]によって表示される

「死亡診断書（死体検案書）記入マニ

ュアル」については、平成29年度版の

マニュアルに対応させている。また、

病名マスタからの検索にICD10（2013）

を標準表示することとし、さらに病名

検索時に、MI_CAN（みかん、電子紹介

状作成支援ソフト）と連動させる等、

死因病名検索機能も改善した。 

 

 

※ICD10（2013）は、病名検索から入

力した場合にのみ統計データに反

映される。 

 

以上が今年度研究における死亡診

断書（死体検案書）作成支援ソフトの

主な追加機能である。プログラムや詳

細なマニュアルについては、日本医師

会ORCA管理機構のWebサイトhttps://
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www.orca.med.or.jp/diedai/にて、公

開されている。 

 

3-3 公衆衛生の観点からの死因究明の

あり方 

 死因究明推進計画において「解剖実施

体制の充実が指摘されている中で、今後

の死因究明に係る実施体制の充実状況

も踏まえつつ、監察医の在り方について

検討すること」と明記されていることを

踏まえ、本年度は「公衆衛生の観点から

の死因究明のあり方」についても検討を

行った。 

 一般に、死因を究明することの社会的

意義としては以下の2点があるとされる。 

 

①犯罪死の見逃しを防止し、犯罪死体

について適切な刑事手続を進める

こと 

②事故・災害・疾病等の発生状況を迅

速に把握し、同種の被害の拡大を防止

することである。 

 

このうち、②については、警察による

調査および調査法解剖によって前進し

たものの、監察医制度を含めた公衆衛生

の観点からの死因究明体制の構築は、い

まだ途上にあると思われた。 

 死因究明等推進計画の中で、各地域で

の開催が求められている死因究明等推

進協議会における議論の中でも「死因究

明は警察が担うべき仕事ではないか」

「公衆衛生の観点からの死因究明とは

どのようなものか」という疑問が呈され

ている現状も明らかとなった。 

 法医学や公衆衛生学の専門家の数も

限られるなか、各都道府県において、公

衆衛生の観点からの死因究明の具体的

なあり方を策定するのは難しい。このよ

うな状況を踏まえ、本研究班会議におい

て、来年度以降の議論の基礎となる検討

を行うことについて、意見の一致をみた。 

  

 

Ｄ.考察 

 

１．死亡診断書等の交付に要する費用等

に関する調査 

 

1-1 これまでの経緯 

 わが国において、埋葬又は火葬を行お

うとする者は、市町村長に「死亡届」を

提出し埋葬又は火葬許可を得る必要が

ある（墓地埋葬法第５条）。この際、死

亡届に死亡診断書等を添付しなければ

ならず（戸籍法第86条）、遺族が死体を

埋火葬するために、死亡診断書等は不可

欠の書類である。 

 しかし、死亡診断書等の交付に係る費

用（多くの場合、遺族が交付する医師に

支払う費用）については一定の基準が存

在しない。したがって、仮に医師が著し

く高額な金額を提示したとしても、原則

として、遺族は提示された金額を支払わ

ざるを得ない。一方で、費用に関する基

準がないために、遺族の生活状況にも配

慮して、善意で、著しく低額な金額で死

亡診断書（死体検案書）を交付している

医師が存在することも否定できず、国等

が一定の基準を定める必要があるので

はないかと推察されるところである。な

お、死亡者が生活保護受給者の場合は、
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生活保護法第18条の規定によりその際

の基準額は一律5,250円とすることとさ

れている（「生活保護法による保護の実

施要領について」（通知）（平成28年３

月31日 社援発0331号第４号）。 

 こうした現状を踏まえて、政府の死因

究明推進計画（平成26年）においても「検

案に際して行われる検査の費用や検案

書発行料の費用負担の在り方を検討す

ること」と明記されているところである。 

 そこで、本研究班会議としても厚生労

働省医政局医事課と連携し、死亡診断書

（死体検案書）の交付の実態について、

実態調査を行うこととした。まず、平成

26年に検案する医師1,000人を対象とし

て実施した調査においては、死亡診断書

（死体検案書）の交付に係る費用につい

ては「近隣の他施設の状況を参考として

いる」とする回答が多かった（回答数67

4件（複数回答可）のうち 37.5％）。し

かし、「自治体の条例等で規定されてい

る」とする回答も一部に認められたこと

から、本年度は自治体に対するアンケー

ト調査を行った。 

 

1-2 アンケート調査結果の信頼性につ

いて 

回答者属性についての集計結果は、図

1のとおりであり（n=500）、本アンケー

ト調査に協力いただいた全国市区町村

の担当者の所属する都道府県について

示している。ここで、回答数が1件とな

っている都道府県については、回答内容

が都道府県においてある程度統一的で

あるため、都道府県庁が代表して回答し

たケースであり、その他の都道府県につ

いては、市区町村から各々回答されたケ

ースである。 

 本調査にて調査対象とした市町村数

については、総務省のサイトの全国地方

公共団体コードのページ（http://www.s

oumu.go.jp/denshijiti/code.html）か

ら、「都道府県コード及び市区町村コー

ド」によって取得した件数に各都道府県

庁を加えた計1788件としている。なお、

都道府県庁による一括回答がなされた

箇所については、市町村数に関わらず母

数を1とみなしたうえで、回収率を示し

たところ図1-2の通りとなり、全国的に

ある程度高い回収率を得られた。ただし、

今回、都道府県庁による一括回答がなさ

れた箇所については、実際の市町村数を

反映させたうえでの精査が必要であり、

来年度の検討課題としたい。 

 本アンケートの回答は、都道府県及び

市区町村の死亡診断書（死体検案書）を

取り扱う部局の担当官からなされてお

り、高い信頼性があると考えられる。 

 

1-3 交付料金の基準について 

 死亡診断書一定の基準を設けている

かにつき、基準を設けている自治体の割

合は、死亡診断書10.8％、死体検案書10.

2％であった。死亡診断書、死体検案書

いずれにおいても、一定の基準が設けら

れているのは、全自治体の全体の約１割

にとどまり、その多くは条例で規定され

ていることがわかった。死亡診断書交付

料の基準については平均3,574円（0円～

30,000円、標準偏差±4,541円）、死体検

案書の交付料の基準については平均7,0

87円（350円〜35,640円、標準偏差±8,0
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43円）と、死体検案書交付料金の方が高

額であった（巻末資料１の図6）。なお基

準を決定する際に生活保護法の基準で

ある5,250円を根拠に基準を設定してい

る例も一定数認められた（死亡診断書に

ついては8件、死体検案書については7件。

巻末資料２参照。） 

 死体検案書の交付料金は、一律であっ

た自治体が74.5％（n=51）である一方で

（巻末資料１の図10）、検案に要した時

間、高度腐敗を考慮していた自治体があ

った（巻末資料１の図12）。死体検案書

の交付については、死亡診断書と異なり、

高度な死後変化を認めたり、遠方の警察

署で検案を行ったりする場合もある。死

体検案書の交付料については、ご遺体の

死後変化の状況、検案に要した時間など

を考慮したきめ細かい料金体系が重要

である可能性がある。 

 

1-4 外因死とその疑いのある場合の死

亡診断書（死体検案書）受理の状況につ

いて 

Q.14にて、「死因の種類」が、「2 交

通事故～12 不詳の死」のいずれかが選

択されている死亡診断書または死体検

案書の取り扱いについて選択肢を示し

たところ（複数選択可、 n =500）、290

件の自治体で「死体検案書のみならず死

亡診断書であっても受理する」としてい

たのに対し、72件の自治体で「死体検案

書である場合のみ受理する」と回答して

いた。 

医師は、「自らの診療管理下にある患

者が、生前に診療していた傷病に関連し

て死亡したと認める場合」には「死亡診

断書」を、それ以外の場合には「死体検

案書」を交付することとなっている。そ

して、交付すべき書類が「死亡診断書」

であるか「死体検案書」であるかを問わ

ず、異状を認める場合には、所轄警察署

に届け出て、捜査機関による検視等の結

果を踏まえた上で、死亡診断書もしくは

死体検案書を交付する（平成29年度死亡

診断書（死体検案書）記入マニュアル）。 

このような前提に立ち、監察医制度が

ある地域とない地域とで、外因もしくは

その疑いのある死体で交付される書類

はどのようになるかを説明する。 

 

１）監察医制度がある地域においては、

一般に、外因もしくはその疑いのある死

体については、監察医が検案を行う。監

察医は生前に死亡した者を診察してい

る可能性はないため、監察医制度がある

地域において、外因もしくはその疑いが

ある死体について交付される書類は全

例「死体検案書」となる。 

 

２）監察医制度がない地域においては、

外因もしくはその疑いのある死体につ

いては、両方の場合があり得る。死亡診

断書が交付されるケースとしては、たと

えば交通事故で生存している状態で救

急搬送され、救急医が診療に当たったの

ち死亡した場合である。この場合、救急

医は捜査機関による検視等の後に「死亡

診断書」を交付することになる。なぜな

らば、死亡の原因となった外因（たとえ

ば頭部外傷）について、当該救急医が診

療しているからである。次に、死体検案

書が交付されるケースは２つ想定され
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る。一つは上記事例で、救急センターに

搬送時に既に死亡していた場合である。

救急医が捜査機関による検視等の後に、

死体検案書を交付するケースである。も

う一つは、警察からの依頼を受けた警察

協力医が死体検案を行った場合である。 

本調査では、監察医制度下にない自治

体においても「死体検案書である場合の

み受理する」としている地域があり、死

亡診断書、死体検案書の使い分けについ

て十分に自治体や担当者において混乱

を来している可能性が認められた。 

また、一部自治体において警察による

検視等を経ているかを確認しているこ

とが明らかとなった。このような取り組

みは都道府県、市区町村レベルにおいて

各自治体が自主的に行っているものと

思われる。捜査機関による検視等が必要

な死体について、捜査機関による検視等

を経ることなく埋火葬することを防止

する一定の機能を果たしている可能性

もあり、もしくは新たな死亡診断書（死

体検案書）の様式に追加するなどして、

全国において実施することが可能か次

年度以降の検討課題としたい。 

 

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

 

  平成26年度からe-learningシステム

逐次充実整備させてきたが、症例数を、

次年度以降も順次増やしていくととも

に、引き続き小児の事例については、当

初の計画に従って、優先的に教材化を進

めていきたいと考えている。 

 今後、教材としての精度と学習効果の

向上を図るとともに、成果物の利活用方

法についても多角的に検討を加えるこ

ととしたい。 

 

３. 様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

 

3-1 様式についての検討 

 現行の死亡診断書（死体検案書）の様

式については、後述する公衆衛生の観点

からの死因究明のあり方も踏まえ、必要

な情報を効率的に収集できるよう本研

究班としての最終的な書式案を提示す

ることを予定している。28年度の研究班

会議においては、下記のような点が議論

されたので、以下それぞれ若干の考察を

加える。 

 

・ 生年月日欄に、2019年に想定されて

いる新元号への移行を踏まえ、新た

な元号を記入するスペースを設ける

こと。 

 

 今上天皇陛下の御退位に伴い、2019

（平成31）年から新元号となる予定であ

る。また、2020年の東京オリンピックに

むけ多くの外国人観光客が来日し、我が

国の一層の国際化が進むことを踏まえ

ると、西暦に統一してもよいのではない

かという意見がでた。 

 一方で、公文書の日付は元号で表示す

ることとなっていることや、外国人の中

にも西暦の使用に抵抗感のある民族が

あること等から、元号を原則として、必



 

- 17 - 
 

要に応じて西暦等を使用できるように

するのが良いと思われた。現在も西暦で

記載した死亡診断書（死体検案書）は受

理されており、新元号欄を追加すること

以外、新たな対応は必要ないものと思わ

れた。 

 

・ 「死亡したところの種別」欄の「5.

老人ホーム」について、「3.介護老

人保健施設」との区別を明らかにす

るため「5.特別養護老人ホーム等」

とし、欄外右側のコメントにその旨

の説明を追記すること。 

 

 高齢社会が進み、老人ホームで看取り

を行うことも増加すると考えられる。老

人ホームと介護老人保健施設を混同し

ている事例があるという声もあり、「5.

老人ホーム」について、「5.特別養護老

人ホーム等」とした方がわかりやすいの

ではないかと考えられた。 

 

・ 「死亡の原因」欄に、死亡時画像診

断（以下、「Ai」という。）所見欄

を加えること。 

 

 Aiの所見欄については、解剖の所見欄

と同一にするかどうかで意見が分かれ

た。同一とした方がよいとする理由は、

区別して記載するのが煩雑であるから

という指摘で、実際に記載する医師の視

点にたった意見である。一方、区別した

方がよいとする理由は、解剖とAiの両方

を行った症例において、解剖とAiの死因

診断が異なっていた場合に、記載が混乱

するのではないかという懸念にある。ま

た、今後ある死因について、Aiと解剖の

いずれが効果的かを検証する際などに、

記載欄を分けておいた方が分析しやす

いことも想定される。Aiと解剖の所見欄

を同一にするかどうかについては、結論

を見なかったが、現時点では暫定的に所

見欄を区別した案を策定した。 

 

・ 「過去1年以内に妊娠または出産し

ているか」等のチェックボックスを

設けること 

 

これまで我が国の死因統計（人口動態

統計）は ICD-10 (2003 版) を適用して

いたが、2017 年 1 月１日より人口動態調

査における集計が ICD-10 (2013 年版)に

基づくこととなった。これに伴い、妊産

婦死亡に含まれていなかった産褥うつ

をはじめとした精神疾患等による自殺

等も妊産婦死亡に含むことが検討され

ている。 

これを受け、平成 29 年度死亡診断書

（死体検案書）記入マニュアル（厚生労

働省編）においては、「妊娠もしくはそ

の管理に関連した又はそれらによって

悪化したすべての原因」による自殺ある

いは基礎疾患により、妊娠中から出産後

1年未満の死亡を診断（あるいは検案）

した場合には、死亡診断書（死体検案書）

の死亡の原因のⅠ欄に死亡時期（妊娠中

であれば「妊娠○週」、分娩中であれば

「妊娠○週の分娩中」、産後であれば「分

娩した妊娠週数、産後○日」と記載、以

下同じ。）する。一方で、妊娠・分娩・

産後 1年未満の死亡であっても、「妊娠

もしくはその管理に関連した又はそれ
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らによって悪化したすべての原因」では

ないと医師が判断した場合には、死亡時

期はⅡ欄に記載することにより区別し、

このような事例は妊産婦死亡、後発妊産

婦死亡にはカウントされないこととし

ている。 

このように、妊産婦死亡かどうかの区

別を、死亡時期を I 欄か II 欄かで区別す

ることも可能であるが、そのようなルー

ルを熟知している医師でなければ正し

く記載することができない。より使いや

すい死亡診断書（死体検案書）の様式と

するためには、チェックボックスを用い

て必要な情報を集めることが望ましい

と思われ、試案に反映させることとした。

このような妊娠、出産に係るチェックボ

ックスは、米国の death certificate に採

用されており、このたびの参考とした。 

 

・ 「外因死の追加事項」欄に、「検察

官（司法警察員）による調査」や「捜

査機関による検視等」の欄を設ける

こと。 

 

 「検察官（司法警察員）による調査」

や「捜査機関による検視等」の欄を設け

ることについては、研究班会議において

意見の一致をみた。表現については「捜

査機関による検視等」とすることとした。 

 「捜査機関」としたのは、検察官、警

察官、海上保安官を包括する概念とする

ためである。具体的には、「検視」は「変

死者又は変死の疑のある死体」と定義さ

れる（刑事訴訟法第229条）。検視を行

うのは検察官であるが（刑事訴訟法229

条）、実際には検視実務に一定の経験の

ある警察官（以下、検視官という。）が

検視を代行している（刑事訴訟法229条

２項、検視規則第５条）。代行検視を行

うのは警察官のみではなく、刑事捜査に

一定の経験のある海上保安官（以下、鑑

識官という。）も行っている。 

 「検視等」としたのは、刑事訴訟法第

229条の「検視」に留まらず、「実況見

分・検証」（刑事訴訟法第218条）、調

査（死因・身元調査法第４条２項）とし

て実施されることもある為である。 

 本研究において実施した「死亡診断書

等の交付に要する費用等に関する調査」

においては、死因の種類が病死・自然死

以外の場合（2-12の場合）における死亡

診断書、死体検案書受理の状況を調査し

た結果、「死因の種類」「捜査機関によ

る検視の有無」「死亡診断書（死体検案

書）の区別」の３つの要素について、現

場の理解に一部に混乱をきたしている

可能性が示唆された。 

 「死因の種類」と「捜査機関による検

視等の必要性」は、国を問わず密接に関

係している。なぜなら、死因の種類が「外

因死やその疑い」のある場合等では、一

般に、捜査機関が検視等を行い（国によ

ってはコロナーやメディカルイグザミ

ナーが対応する）事件や事故に対応する

からである。しかし、公的組織が介入す

る死因の種類の範囲は国や地域の社

会・経済状況や文化によって異なる。  

 一方で、後述の通り「死亡診断書（死

体検案書）の区別」はこれらとは全く別

個独立した概念である。「外因死である

から死体検案書を交付すべきではない

か」「病死であるから死亡診断書を交付
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すべきなのではないか」といった誤解が

依然としてある中、様式に「捜査機関に

よる検視等の有無」の欄を設け、率直に

捜査機関による検視等の事実を記載で

きるようになることで、無用な混乱を防

ぐことができると期待される。 

  

・ 死亡診断書と死体検案書の区別が複

雑であり現場に混乱を招いているこ

とを踏まえ、統一の書式とすること 

 

 諸外国では、死亡診断書と死体検案書

の様式を区別していない（犯罪死見逃し

防止に資する死因究明制度のあり方に

関する研究会「犯罪死見逃し防止に資す

る死因究明制度のあり方について」平成

23年４月）。アメリカやイギリスにおい

てはDeath certificate（あえて訳すと

すれば死亡証明書）として取り扱われて

いる。 

 わが国の死亡診断書と死体検案書の

様式は同一であるが、表題「死亡診断書

（死体検案書）」について、使用しない

方を二重線で消すという方法で両者を

区別している。たとえば、死亡診断書を

交付する場合は「死亡診断書（死体検案

書）」として、死亡診断書であることを

明示する。 

 しかし、死亡診断書（死体検案書）が

死亡届に添付され市町村長に提出され

たのち、死亡診断書であるか、死体検案

書であるかは区別されずに人口動態調

査票に転記されるため、死亡診断書と死

体検案書の区別は死因統計に反映され

ていない。 

 一方で、診療実務においては、交付す

べき書類が死亡診断書か死体検案書か

で混乱をきたしていることもあり、死亡

診断書と死体検案書の様式を統一し「死

亡証書」とすることについては、一定の

合理性があると思われる。 

 

 多くの諸外国で死亡診断書と死体検

案書を区別していないにもかかわらず、

わが国があえて死亡診断書と死体検案

書の様式を区別している理由はどこに

なるのだろうか。今後、わが国において

も、２つの様式を同一とし、「死亡証明

書」とするべきかを考えるにあたり、わ

が国の死亡診断書（死体検案書）の歴史

を説明する。 

 わが国の死因究明制度は、３つの大き

な転換点がある。一つ目が明治期（戸籍

法や司法解剖制度をはじめとした刑事

手続法の整備）、二つ目が終戦直後（GH

Qによる公衆衛生の観点からの監察医制

度、死体解剖保存法の整備）、三つ目が

現在（多死社会・安心安全の社会を踏ま

えての死因究明等推進法の整備）である。 

 医師が、自身がこれまで診療していた

患者について、その死因を証明するとい

う概念が現れるのは明治７年の医制第4

5条患者死去届雛形に遡る（巻末資料７）。 

 医制第45条は「施治ノ患者死去スル時

ハ医師三日内ニ其ノ病名経過ノ日数及

ヒ死スル所以ノ原由ヲ記し -虚脱痙攣

窒息等ノ類ヲ謂フ-  医師ノ姓名年月日

ヲ記附シ印ヲ押シテ医務取締ニ出スヘ

シ」としていたが、そのひな形として、

「医制第45条患者死去届雛形」が定めら

れている。 

 このひな形は半紙を用いて記載する
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ものである。また、現在の死亡診断書と

異なり「患者死去届」は、交付先が遺族

ではなく医務取締（現在の都道府県衛生

部局長に相当すると考えられる。）であ

ることが特徴的である。 

 

 その後、明治 33年９月３日内務省令

第 41号において、①死亡者の氏名、そ

の職業及びその出生年月日、②病名、自

殺の場合はその手段、自殺以外の変死者

及び中毒者においては種類、③発病の年

月日、④死亡の年月日時間と場所を記載

すべきこと示された。これを受け「死亡

診断書死体検案書等様式に関する件」

（明治33年10月９日付内務省訓令第28

号）において様式が規定された。この様

式は、縦書きである点、死亡者の家計の

主働者の場合は、その職業を記載する点

が異なるものの、記載内容は現在の死亡

診断書（死体検案書）とほぼ同様となっ

ている。職業については現在「死亡届」

に記載することとなっており、職業病な

どを把握しようとしたのではないかと

推察される。 

 明治 39年に旧医師法が施行された際

には、「医師ハ自ラ診察セスシテ診断書、

処方箋ヲ交付シ若ハ治療ヲ為シ又ハ検

案セスシテ検案書若ハ死産証書ヲ交付

スルコトヲ得ス」（旧医師法第５条）と

して、現在の医師法第 20条（無診察治

療等の禁止）と同様の規定がおかれてい

る。 

 その後、昭和 17年に国民医療法（戦

時を想定した医療体制を定めた法律で

現在の医師法と医療法のルーツとなっ

ている。）が制定され、終戦後の昭和 23

年に現在の医師法が制定されるに至る

まで、前述の「死亡診断書死体検案書等

様式に関する件」はそのまま存続してい

た。その後、昭和 23 年の医師法制定を

受けて制定された「医師法施行規則」に

おいて、死亡診断書（死体検案書）の様

式が規定された。この際、死亡者の職業

欄が削除され、さらに複数回にわたる微

修正がなされ、ICD-10 が導入された平成

７年に現在の様式に至った。 

 

 このように「死亡診断書」と「死体検

案書」という名称は明治期に既に確立さ

れており、当初から同一の様式を使用し

ていた。明治39年の旧医師法が施行され

た際いかなる議論がなされたかについ

て、国立国会図書館や医政局医事課の協

力を得て、本研究班で調べた限りにおい

ては、明治初期の資料であることもあり、

当時死亡診断書と死体検案書を区別し

た経緯がわかる資料を発見することは

できなかった。 

 ただし、以下の解説書からは、医師法

施行規則が制定された昭和23年当初の

厚生省の理解を窺うことができると思

われるのでその内容を紹介する。 

 第１の解説書は、鈴村信吾[著]「厚生

省医務局長東龍太郎推薦  新医事制度

の解説」(昭和 24 年)である。著者は厚

生省医務局医務課（現厚生労働省医政局

医事課）の鈴村信吾氏（後の厚生事務次

官）および松下廉蔵氏（後の厚生省薬務

局長）である。以下、関係箇所を抜粋す

る（一部旧字旧仮名を改めた。） 

「死亡診断書 診断書のうち、特に自己

の診療中の患者が死亡した場合又は臨
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終にあたって診察した場合に、医師がそ

の死亡を確認して作成する文書であっ

て、その記載事項および様式は医師法施

行規則第 20 条及び別表で規定されてい

る。（後略）」 

 

「死体検案書 医師が死体を検案した

場合に、その死体に関して作成する文書

である。検案とは、死体又は死胎につい

て死因その他の医学的検査をなすこと

である。この記載事項及び様式は、死亡

診断書と同じである。」 

「これらの証明文書（注: 死亡診断書、

死体検案書等）は、法律上、社会上その

必要性が多く、又法令をもって一定の効

力を認められているものであり、それだ

けに又その内容が不正確であった場合

には社会的に種々の悪影響を及ぼすこ

とが考えられる。そこで、これらの証明

文書の内容の正確性を保障するために、

医師法第 20 条で、自ら診察しないで診

断書を交付すること（中略）自ら検案し

ないで検案書を交付することを禁じ（中

略）ている。ここにいう医師の発行する

診断書の中には死亡診断書も含まれて

おり、死亡診断書の中には診療中の患者

が死亡した場合に作成するものもある

のであるが、この規定の趣旨からいって、

たとえ診療中の患者であっても、臨終に

立ち会わなかった者については、更にそ

の死体について死因を確かめなければ

死亡診断書を作成できないわけである。

この場合には、対象は死体であるが従来

の診断によって推察せられる死因を死

体について確かめるのであるから、その

検査は検案ではなく一種の診察である

ということができる。従って、たとえ診

療中の患者であっても、その死因が診療

中の疾病と全然異なる原因で死亡した

場合例えば肺結核で診療中の患者が電

車事故で死亡したような場合には、その

死体の検査は検案であり、従ってその場

合に作成するのは死体検案書である。」 

 第２の解説書は、岩佐潔[著]「死亡診

断と死体解剖」（昭和 25年）である。岩

佐潔氏は、医師法及び医師法施行規則が

制定された昭和 23年当時、医師法を所

管している厚生省医務局医務課に医系

技官として勤務していた。以下、関係箇

所を抜粋する（一部旧字旧仮名を改め

た。） 

 「死亡の診断  死亡診断とは、或る

人が生きていたのが死んだという生か

ら死への変化の事実を診断することで

ある。従ってその為には、死亡の瞬間に

おいて、その事実を認定し診断するか、

又は死亡の前に医学的な推論によって

やがて死亡するかも知れないと思われ

る疾病状態を診断し、さらに死亡の後に

おいて、生前の診断によって死亡したと

いう事実をその死体について再確認す

ることによって死亡の診断がなし得る

わけである。この場合死亡を確認する行

為は、死体を対象とする検査ではあるが

特に生前の診察と一連の行為として「診

察」という概念に含めている。」 

 「しかしながら、診察中の患者が受診

後 24時間以内に死亡した場合交付する

死亡診断書については、死後診察しなく

てもよいという但し書があるので、死亡

前 24時間以内に診察をした患者が死亡

した場合には、死後の診察をせずに、周
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囲の人から死亡の事実を聞き取っただ

けで便宜上死亡診断書を作成すること

が認められている。」 

「医師は、「自ら診察しないで死亡診断

書を交付してはならない」と医師法に定

められているのは、上の意味における死

亡の診察を指しているのであって、従っ

て医師が死亡診断書を交付しうる条件

は、まず臨終に当たって診察をして死亡

を確認した場合、次に自己が診療を担当

し継続している患者が死亡した場合に

死亡後さらにその死亡を確認する診察

をした場合ということになる。」 

「死体検案 死亡診断書に類似したも

のに死体検案書がある。死体検案もまた

医師のみがなし得るのであるが、死亡診

断と異なって、生前にその死亡の原因と

なった疾病を診察したことがない死体、

又は外因によって死亡した死体につい

てその死亡の確認、その死亡原因、その

死亡時間等の推定をすることであって、

この場合に作成するのが死体検案書で

ある。」 

 このように当初から、死亡診断と死体

検案とはその概念が明確に区別されて

いることがわかる。 

 すなわち、死亡診断とは「生から死へ

の変化」を診断することである。そして

その診断方法は、①死亡の瞬間（臨終）

に立ち会う方法と、②死亡の前に医学的

な推論によってやがて死亡するかも知

れないと思われる疾病状態を診断し、さ

らに死亡の後において、生前の診断によ

って死亡したという事実をその死体に

ついて再確認する方法の２つがあると

いうことである。 

 一方で、死体検案とは「生前にその死

亡の原因となった疾病を診察したこと

がない死体、又は外因によって死亡した

死体についてその死亡の確認、その死亡

原因、その死亡時間等の推定をすること」

である。 

  このような理解にたてば、表題が、

死亡診断書であるか、死体検案書である

かを見ることにより、以下の２点が区別

できることとなる。 

 

・ 交付した医師が、死亡の原因につき、

生前に患者を診察していたか。 

・ 死亡の原因や時刻が「確認」された

ものなのか、「推定」されたものな

のか 

 

 死亡診断書と死体検案書を区別する

意義は「記載内容の確からしさ」を表す

ことにあるのではないかと思われる。す

なわち、「死亡診断書」であれば、生前

の診察に基づいて死因や死亡時刻が確

定されているのであるから、それなりに

確からしい情報であることがわかる。一

方で「死体検案書」であれば、その死因

となった疾患に生前に関与していない

わけであるから、記載されている死因が

推定に留まることがわかる。 

 現在の人口動態調査票では死亡診断

書か死体検案書かを区別しておらず、死

亡診断書と死体検案書の区別を死因統

計に反映できていないが、死亡診断書と

死体検案書を区別すること自体には、一

定の意義はあるように思われる。一方で、

現場の医師が上述のようなやや難解の

使い分けに心を配らなければならない
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というデメリットを考慮すると、改善が

望まれる。 

 このようなメリットとデメリットを

比較考量し、死亡診断書と死体検案書を

統一させることの是非について、更に検

討を加える必要がある。 

 

3-2 死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフトの開発 

 26年度は現行の死亡診断書（死体検案

書）を電子的に作成できるソフトウエア

の開発に着手し、試作版を完成させ「橙

（以下、DiedAiという）」と命名した。

日本医師会標準レセプト作成ソフト(OR

CA)を中心に、電子帳票作成(MI_CAN)な

どと連動させることにより、さらに拡張

性に優れた運用が可能となるよう設計

されている。27年度の研究では、文書作

成の人為的ミスや統計処理上の誤差を

なくすことを目的に、入力データを対話

形式でチェックする死因入力ガイダン

ス機能を追加実装した。これにより、文

書作成時の人為的ミスの回避とともに、

作成する医師の負担軽減も図られる効

果が期待される。また、死亡診断書（死

体検案書）における情報の活用の側面か

らも、死因に関する統計の作成を支援す

る機能を新たに追加した。 

本研究課題については、26年度の研究

段階から、まず現行の死亡診断書(死体

検案書)の様式を前提として、電子的に

作成するソフトウエア(「DiedAi」)の開

発を先行し、27年度は、これに入力支援

機能や統計データ作成（CSV出力)機能を

実装するなどして、ほぼ実用に耐えうる

機能と信頼性を確保したと同時に、死亡

データの有効活用が図られ、過去の死亡

患者に関する情報が、現在の患者の診療

に活かされるといった効果も期待され

る形となった。 

「DiedAi」を利用することにより、死

亡診断書(死体検案書)の作成における

作業の省力化が図られ、結果として不正

確な診断書の発行をかなり回避するこ

とが可能になったと考えられる。 

本研究課題の最終的な到達目標は、あ

るべき死亡診断書(死体検案書)の様式

のあり方とその制度を構築することで

あり、ほぼ完成に近づいたソフトウエア

をもとに、今年度は、新しい死亡診断書

(死体検案書)の様式についての具体的

な提案に着手したが、現状では依然とし

て地域により追記事項が欄外に設けら

れている事例も散見され、今後、全国の

様式を収集し記載事項を集約するなど

して統一化をはかることも、引き続き今

後の課題として検討したい。 

26年度の研究段階では、日本医師会電

子認証センターが発行する医師資格証

(ICカード)を使って本ソフトで作成し

た帳票に電子署名を付することも可能

とするなど、社会のIT化にも柔軟に対応

可能な仕様としており、この他にも、例

えば、現在の仕様のままで在宅患者の患

家での死亡診断や検案現場等での書面

作成についても、パソコンとネットワー

ク、印刷等の環境があれば可能となって

いる。 

27年度研究においては、これらの機能

を活用できれば、書面作成後に、電子媒

体として暗号化して保存し、役所側から

直接書面をダウンロードし利用するこ
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とも、保存場所等を整備すれば将来的に

は実現可能であり、さらにはクラウドネ

ットワークを介して患者情報の参照や

作成医師の認証等が可能な仕様とし、診

断書・検案書を正確かつ円滑にどこでも

作成できるようなシステムへの発展も

模索することを目標としていた。 

また、すでにソフトウエア「DiedAi」

を試験的に使用している利用者の協力

を得てその使用状況等を調査すること

により、現場で実践的にどう機能してい

るか、またソフトウエアを活用させるう

えでさらに不可欠と思われる機能がど

のようなものであるかを具体的に認識

することが、今後の改良において重要で

あると考察した。 

実際に、本研究とは別事業の委託事業

での実証実験ではあるものの、現在、日

本医師会ORCA管理機構では、ORCAポータ

ルという、クラウド上で主治医意見書を

始めとした文書を作成できる仕組みの

設計に入っている。これまで、死亡診断

書については、DiedAi（ダイダイ）とし

て、パソコンのデスクトップ上で機能す

るソフトウエアとして開発していたが、

今後、一括情報収取を目的とするのであ

れば、クラウド化することが最適ではな

いかという視点から検討を重ねている。 

具体的には、医師が書類を記述する際

に、クラウド上で医師資格証にてログイ

ンし、内容入力をし、印刷もしくはPDF

化したうえで電子署名をして保管する

ことを前提としている。紙に印刷したも

のが遺族へ渡った後は、遺族から自治体

等へ提出し、自治体はPKIカード等でロ

グインし情報閲覧が可能となったり、OC

R様式となっている人口動態調査死亡票

をダイレクトで出力することができた

りする仕組みが想定されている。  

これらの実証実験の結果次第では、将

来的に、死亡診断書を作成する際にも、

在宅患者宅などで、クラウドネットワー

クを介して患者情報の参照や作成医師

の認証などが可能となり、場所や時間を

問わずにスムーズな手続きができるシ

ステムとして稼働させることも視野に

入れて、今後検討を重ねたい。 

 

3-3 公衆衛生の観点からの死因究明の

あり方 

 本研究班においては、「公衆衛生の観

点からの死因究明」について考察し、国

や都道府県が具体的施策を行う際に資

するような視点を描くことを目指して

いる。今後の議論の前提とするため、H2

8年度研究では、監察医制度が導入され

た際の社会的背景について調べた。 

 

3-3-1 監察医制度導入時の社会的背景 

 「公衆衛生の観点からの死因究明」の

概念が、わが国に本格的に取り入れられ

たのは第二次世界大戦後である。連合軍

総司令官総司令部 (GHQ) による占領政

策によるところが大きい。終戦２ヶ月後

のGHQの公衆衛生福祉部の担当官が、当

時の東京都の担当者と都心部を示唆し

た際の様子を次のように記録している。 

 

 “The operation of the newly 

instituted medical examiner system in 

metropolitan Tokyo was inspected and the 

results checked in conjunction with Eighth 
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Army liaison officers. The principal areas of 

survey, the Ueno Park station and nearby 

Honganji temple, provided the largest 

number of cases of sick and dead the sick 

having been largely transported to the 

Shiba Ku charity hospital (Saiseikai), the 

dead having been autopsied under the 

direction of Dr. Furuhata, professor of 

forensic medicine of Tokyo Imperial 

University. Nearly all the deaths, totaling 11 

since 24 November, were attributed to 

severe under nutrition. (WEEKLY 

BULLETIN PUBLIC HEALTH AND 

WELFARE, GHQ, SCAP 14th to 20th 

October 1945).” 

 

（訳）東京都が進駐軍とともに上野駅、

本願寺周辺にあった死体や重病者を調

査した。重病者は済生会病院 (現 済生

会中央病院)へ移送され、死体は東京帝

国大学法医学教授の古畑種基博士の解

剖がなされた。その結果、ほとんどの死

体の死因は「餓死」であった。） 

 

 このような事態を重くみたGHQは、厚

生省に監察医局の設置を指示している。

その内容については、前掲の岩佐潔[著]

「死亡診断と死体解剖」（昭和25年）に

詳細な記述が残っている。 

 

「昭和21年12月11日に監察医局の設置

という主題の覚書が連合軍総司令官総

司令部公衆衛生福祉部から厚生省に伝

達されている。その覚書の内容は次の通

りである。 

 

（１）  一般人口に対する重大な疾病

及び苦痛を防止するために出来

る限り速やかに各主要都市に監

察医を任命常置すべきである。 

（２）  これらの都市は、医師である熟

練した病理学者であり且つ顕微

鏡学者である主任監察医をおき、

その助手となる監察医は職業的

に有資格者であることを要する。 

（３）  監察医を有する都市において

は如何なるものであっても犯罪

的暴力又は怠慢で死亡し、または

偶発的障害のため、または自殺の

ため、または一見健康佳良にして

突然死亡し、又は医師にかからず、

又は刑務所内にて、又は疑わしい

あるいは異常の状態で死亡した

とき、かかる死亡した地域又は区

内警察はかかる死亡の時、場所、

状態及び環境に関し知らされた

事実を直ちに監察医に報告する。

監察医は検案によってその死因

が合理的に判明すればよいし、然

らざれば自らの手で解剖しなけ

ればならない。解剖中の詳細な記

述は国際疾病分類にある術語を

使用し長く保存しなければなら

ない。」 

 

 占領軍がこのような監察医局の設置

を指示した背景には、当時のアメリカの

監察医制度（メディカルイグザミナー制

度）がある。岩佐氏は次のように続けて

いる。 

 

「米国においては州によって異なるの



 

- 26 - 
 

であるが、多くの主要都市には一人の主

任監察医と数名の補助者とがおかれて

いる。これらの監察医は、その都市にお

けるあらゆる死因不明の死体を解剖し

て、その死因を究明する職務を担ってい

る。特に米国では司法の為の法医解剖と

いうものが分離していないので、犯罪捜

索のための解剖も公衆衛生及び福祉を

目的とする解剖もすべて監察医の手に

よってなされている。従って解剖結果に

対する監察医の発言は最終的の権威を

もつものである。監察医はそれ故社会的

にも非常に高い地位を与えられ、解剖結

果を正確なものにするため証拠物件を

集めたり証人を喚問したりする裁判官

のような権限をも有している。 

 これと同様の制度をそのまま我が国

に樹立することは困難であるが、公衆衛

生上是非必要なことであるので、覚書の

線を幾分緩和して我が国でも監察医制

度をつくることになり、昭和22年１月ポ

ツダム勅令による厚生省令として規定

して実施されてきた。 

 この省令によれば、東京都の区の存す

る地域、京都市、大阪市、横浜市、神戸

市、名古屋市及び福岡市に監察医をおき、

伝染病、中毒又は災害により死亡した疑

のある死体、その他死因の明らかでない

死体についてその死因を明らかにする

ため、検案をさせ、検案によって死因の

解明しない場合には解剖させることに

なっている。 

 この省令の規定がほぼそのまま死体

解剖保存法に引き継がれ、そのまま継続

されている。」 

 

 ここで述べられている死体解剖保存

法の規定は「政令で定める地を管轄する

都道府県知事は、その地域内における伝

染病、中毒又は災害により死亡した疑の

ある死体その他死因の明らかでない死

体について、その死因を明らかにするた

め監察医を置き、これに検案をさせ、又

は検案によっても死因の判明しない場

合には解剖させることができる。但し、

変死体又は変死の疑がある死体につい

ては、刑事訴訟法229条の規定による検

視があった後でなければ、検案又は解剖

させることができない。」と定める第８

条を指している。 

 監察医制度の導入から70年あまりが

経過し、我が国の経済状況は飛躍的に改

善し、監察医制度が導入された当初の

「戦災に伴う餓死」という社会問題は解

決された。そして、京都市、横浜市、福

岡市で監察医制度が廃止され、現在では

東京区部、大阪市、神戸市、名古屋市に

存在する。  

 このような監察医制度の経緯を踏ま

えつつ、公衆衛生の観点からの死因究明

の重要性について、第192回国会参議院

法務委員会において、厚生労働省から見

解が示されている。 

 

「山下雄平議員： 今年の通常国会の決算

委員会で、私は、司法解剖とその専門医が

不足している問題を取り上げました。司法

解剖というのは、変死体が上がって事件性

がありとみなされた場合に、それを解剖し

てその死因を究明する制度です。これとは

別に監察医制度というものがあります。事

件性、犯罪性がないというふうに判断され
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た場合に、監察医と言われる医師の方が死

因を調べる検案をして、それでも死因が分

からないときには監察医が解剖して死因を

究明するという制度です。 

 これは、戦後直後に、行き倒れだったり

とか感染症が多かった時代に、その死因を

調べて公衆衛生の向上に役立てるというた

めにつくられた制度ですけれども、そうい

った意味では、その創設当初の意義は失わ

れたかもしれませんけれども、その制度自

体が現在は、元々は東京、横浜、名古屋、

京都、大阪、神戸、福岡と、大都市六都市

にあったんですけれども、次々に財政負担

の関係からも廃止されていって、現在は東

京二十三区と大阪市と神戸だけあるんです

けれども、この大阪市も廃止に向けて検討

しているという報道がございます。 

 監察医制度の今日的な意義について、厚

生労働省の考えをお聞かせください。 

 

 政府参考人（椎葉大臣官房審議官）： お

答えさせていただきます。監察医制度は、

死体解剖保存法第八条に基づきまして、都

道府県知事がその地域内における伝染病、

中毒、また災害により死亡した疑いのある

死体等につきまして、その死因を明らかに

するために監察医に検案をさせ、検案によ

っても死因が判明しない場合に解剖させる

ことができる制度でございます。 

 この監察医が行う解剖でございますが、

捜査機関が行う刑事訴訟法に基づくいわゆ

る司法解剖や、死因・身元調査法に基づく

いわゆる調査法解剖の必要性がないと判断

した死体につきまして、公衆衛生上の観点

から死因を究明するものでございます。 

 こうした監察医制度が設けられた背景で

ございますが、委員御指摘のように、終戦

直後、東京や大阪等の大都市を中心に餓死

や死因不明の死体が多発しており、公衆衛

生上の観点から死因を究明する必要性があ

ったものと認識しているところでございま

す。 

 この監察医制度が設立されてから七十年

余りが経過し、社会情勢は大きく変化して

いるところでございます。これに伴い、公

衆衛生上の観点から死因を究明するこうし

た意義につきまして、当初の餓死等から多

死社会やいわゆる孤立死などといった今日

的な問題に変化してきており、重要なもの

であると考えているところでございます。」 

 

 このように、終戦後の餓死への対策を

念頭におかれ設計された我が国の監察

医制度については、多死社会やいわゆる

孤立死などといった今日的な問題を念

頭に、より効果的な対応ができるような

制度にすることが期待されるのではな

いかと考えられた。 

 

3-3-2 公衆衛生の観点からの死因究明

の３要素 

 「公衆衛生」が「日常診療」と異なる

点は、その対象が「個人」ではなく「集

団」にあることである。 

 これまでの死因究明等の施策が、解剖

や死亡時画像診断の普及により一体毎

の死因の正確性の向上を目指していた

のに対し、公衆衛生の観点からの死因究

明は疾病動向の変化を集団的にとらえ、

集団に対して介入をすることにより、そ

の効果を発揮するという点で異なる。GH

Qが飢餓という当時の問題に死因究明の
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手法を用いた際も、一体一体の死因を究

明することに加えて、解剖された死体の

「ほぼ全例」が餓死であった事実を把握

し、集団に対する介入したことと同じで

ある。 

 すなわち、公衆衛生の観点からの死因

究明は、次の３要素と密接な関係と有す

ると考えられる。 

 

・ 集団を対象とすること 

・ 傾向の変化を迅速に把握すること 

・ 集団への介入を行うこと 

 

 ここにいう「集団」は、都道府県、市

区町村、世帯レベルかを問わず、職場、

職業、学校などの施設単位であってもよ

い。 

 たとえば、ある特定の河川領域に居住

する人に特定のがんが増加している傾

向があれば、化学物質等による汚染を疑

うことができる。また、ある町で悪性中

皮腫の発生が増加していればその町の

石綿工場等を、特定の職場において自殺

率が高ければその職場の労務管理を調

査するきっかけとなる。そしてある世帯

で乳幼児突然死症候群による死亡例が

連続して発生していれば、虐待を疑うき

っかけともなりうる。このように、死因

の傾向の変化を迅速に把握し、その地を

管轄する保健所等に通報することによ

り、被害の拡大防止に結びつけられる可

能性がある。 

 詳細については、来年度以降、さらに

深く研究を進める必要があるが、平成28

年度研究班会議においては、次のような

議論がなされた。 

 

・ 集団を対象とすること 

 

 現在、国レベルが全死亡例の死因関す

る唯一の情報としては、人口動態調査の

情報である。 

 死亡届と死亡診断書（死体検案書）に

記載された内容は、市区町村において 

人口動態調査票（死亡票）に集約され、

保健所から都道府県に提出され、さらに

都道府県知事から、厚生労働省に提出さ

れる。最終的には人口動態統計として公

開され、わが国の保健行政に利用される。 

 近年では、人口動態システムの電子化

が進められ、平成29年現在でおおむね９

割の自治体で、電子的な戸籍簿及び人口

動態調査システムが構築されているが、

そのシステムは極めて複雑であり、人口

動態調査の項目１個を変更するにあた

っても相当額のシステム改修費用が必

要であることが見込まれる。 

 このようなことを踏まえると、まず現

在存在する人口動態調査のデータを二

次利用し、詳細な分析を行うことができ

る体制を整備することが重要ではない

かと思われる。 

 

・ 傾向の変化を迅速に把握すること 

 

 児童虐待や労働災害等、迅速な再発防

止対策をとるためには、１年に１度の集

計ではなく、リアルタイムでの分析が行

えると理想的である。 

 医師が死亡診断書（死体検案書）を電

子的に作成するシステムについては、Di

edAiとして本研究班によってほぼ完成
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している。このようなシステムをベース

とすれば、医師が死亡診断書（死体検案

書）を、クラウド上に電子的に交付し、

瞬時に分析できるシステムを構築する

ことも可能となる。その際、市区町村が

戸籍を抹消するにあたっては、遺族から

死亡届が提出された時点で、自治体専用

のIDとパスワードでクラウドにアクセ

スし、その情報を戸籍事務システムに反

映させることが想定される。  

 さらに、医師が電子的に死亡診断書を

交付してから一定期間（たとえば２週間）

を経過しても自治体からのアクセスが

ない場合には、当該市区町村に自動的に

連絡がいく等のシステムを構築すれば、

遺族が故意に死亡届を提出せず、亡くな

った家族の年金等を不正に受け取り続

けるといった事案も防止することがで

きる可能性がある。 

 もっとも、このようなシステムにする

ためには、技術面のみならず、戸籍法等

の法令の改正も必要であると考えられ、

次年度以降の研究において、より具体的

な方策を検討することとしたい。 

 

・ 集団への介入を行うこと 

 

 収集された情報については専門家（公

衆衛生専門家、疫学者、法医学者から構

成）による会議で定期的に検証される必

要がある。また、個別の事例については

医学、公衆衛生学、捜査に関する専門的

知識を有する調査員が聞き取り調査を

行い、ある程度の概要をまとめ、保健所

等に通知できるようにすることが想定

される。また、公衆衛生上緊急を要する

ような事案については、自治体や各行政

機関等が迅速に連携し対応すべきであ

る。このような連携体制の整備は、都道

府県レベルで行い、その調整等について

は、各都道府県に設置されることとされ

ている死因究明等推進協議会がサポー

トする等するとよいのではないかと考

えられたが、具体的な体制の構築方法に

ついては今後の課題である。 

 

 

Ｅ.結論 

   

今年度の研究では、26・27年度におけ

る基礎的な研究成果を踏まえ、自治体を

対象とした全国規模の死亡診断書等の

発行料金基準についての大規模な調査

を行った。また、基本的な検案の能力を

維持・ 向上するための教材の開発～死

亡時画像診断（Ai）におけるe-learning

システムの開発、様式を含めた死亡診断

書（死体検案書）の制度の在り方全体に

ついての検討を行った。さらに、様式を

含めた死亡診断書（死体検案書）の制度

の在り方については、各研究参加者から

の意見をもとに改訂案を作成した。そし

て死亡診断、死体検案や、公衆衛生の観

点からの死因究明の概念を歴史的視点

から考察し、将来的な方向性についても

言及した。 

その結果、死亡診断書と死体検案書の

基準が多くの自治体で定められていな

いこと、死亡診断書と死体検案書の使い

分けが一部で厳密に理解されていない

可能性があると思われた。また、監察医

制度の歴史も紐解きつつ、今後の公衆衛
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生の観点からの死因究明について自由

闊達な議論を行った。 

来年度以降の研究においては、本年度

の成果を踏まえ、わが国の死因究明制度

をより精緻なものとするための政策の

提言を試みたい。 

 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

 

Ｇ. 研究発表 

1. 論文発表 

とくになし 

 

2. 学会発表 

  とくになし 

 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。） 

なし 


